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(第 1図 )亀 寿山城略測及び城跡周辺

1.亀寿山城跡 2.桜山城跡 3.鳶尾城跡

福塩線の新市駅に降 り立つと眼前に黒々とし

た山塊が迫って見えます。この山が亀寿山で、

南北朝時代から戦国時代まで備後最大の豪族

「 宮氏 」の居城があったところです。いまでも

山中には削平された「 曲輪 」の跡が各所に残 り、

一部には柱穴のある岩石 も見られ、中世の山城

跡であることがわかります。 (第 1図参照 )

この城跡については、福山市立福山城博物館

『 友の会だより』た13に拙稿「 亀寿山城跡につ

いて」と題して発表していますので詳細はそち

らに譲るとして、本稿では城主官氏を主なテー

マとして、以下簡単に述べてみたいと思いま魂

■ 亀寿山城宮氏の家系■

中世の山城主について、特にその家系、出自

を調べるのは容易ではありません。記録が失な

われている場合が多いのです。宮氏の場合も同

4.柏城跡 (柏谷甲山城 )5。相方城跡

様です。現在、一般に言われているのは、宮氏

iI「胃『曇響T言景』雪曇↓季甲響賃7[象
したという説です。これは『 西備名区』等にも

述べられていますが 、永正16年の「 宮政盛寿像

高
」

F臭角量積』数世の後大織冠鎌足公、藤原
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で備後に土着 して豪族化したのが宮氏である、

としておきましょう。

次に亀寿山城宮氏は具体的にどういった家系

の者であったか、とい うことです。

どうして このよ うな問題を提起するのかとい

いますと、備後宮氏の一族は数多 く、又、その

研究 も進んでいませんので、「 亀寿山城宮氏 」

として特定 して述べる場合、まずその家系を明

らかにしなければな らないのです。ところで、

江戸時代の記録を見ますと亀寿山城宮氏につい

て二つの説があったことがわか ります。それは

[];]][::il]}]][]]:「

':

れて、私 もこちらの方が正 しい と思っているわ

けですが、B説の方 も系譜を正 しく追 うことが

出来、史料 も良質な ものが多 く残 り、捨て難い

ものがあります。 しかし、ここではA説を取っ

て B説を否定 した論説を述べたい と思います。

それ !よ 、最近 B説の宮氏の本拠は他に存在した

ことを証明するに足 る次の三つの史料 を目にす

ることが出来たか らです。

に138峯 !l源r省〕:量言ギ
)裏

凛看早
g辱

7駿

元.系図B参照 )殿同彼一門かしわ村に引籠被

居候 」とあるもの。

その②は年不詳「 庄元資寄進状 」(備中洞松

寺文書 )で、文明 3年 (1471)11月 20日「 備後

柏村に於いて、愚弟資長討死せしめ云々」とあ

るもの。これは①を裏付けるものです。

その③は『 萩藩閥閲録』巻 10宮与左衛門書

出の「 宮政盛 (系図B参照 )感状 」で、その内

容は宮政盛がその被官小奴可亦次郎の「 柏村固

口」に於ける戦功を賞したもの。

つまり、 これらの史料によれば、宮盛重の子

孫 (宮下野守家 )は亀寿山城主ではなく、「 備

筆写針1裏tT[昂繕F』曇i裏懸程なユti
福山城博物館友の会だより13)

■宮氏とは■
ところで、小野宮実頼の後裔を称し、亀寿山

城に居城 した宮氏 とは当時の社会的、経済的に

見て、いったい何者だったんだろうか、とい う

疑間がわいてきます。これはなかなか説明の難

かしい問題です。

一般的 な中世武士団の存在型態についてです

11%言 黛[』[愧      [lil』 者

でした。誤解があるかと思いますが、例えば長

和庄 (福山市瀬戸町附近にあった庄園 )の地頭

長井氏 といって も、長井氏が長和庄を一円的に

「 領主 」として支配していたわけではありませ

ん。この時代には一つの庄園の領主権者 として

京都に「 本家 」「 領家 」がいて、地頭はそれ ら

中央の領主 (寺社本所=庄園領主 )にかわって

現地を管理し、農民か ら年貢を徴収して、それ

を京都に送 る義務 を負っていたわけです。そし

て、その反対給付 として年貢の一部を自分の得

分 (利益 )と することができました。 (=在地

領主 )しか し、実際に苦労 して庄園を管理 して

いる地頭達にとって、年貢の大部分を何 もせず

に詩歌管絃の遊びにうつつをぬか している京都

の貴族達に送 ることほど腹立 たしいことはあり

ません。彼等はどうにか して年貢や土地を自分

の ものにしてやろうとします。これが「 地頭の

不法 (庄園侵略 )」 といわれるものですが、鎌

倉幕府はそれ ら地頭達の要求や不満に対 して圧

制をもって答えました。つまり、地頭の不法は

許 さない、という方針が取 られたわけ です。

本来、地頭達の支持によって成立 した幕府 とし

ては本末転倒の対応ですね。 これ は 、当時体

制擁護者 として、庄園制を保護せ ざる得ない立

場に立たされていた幕府 としてはしかたのない

政策だったのですが、このような幕府の圧制に

対 して地頭達 はどうしたか、結論 を言えば、彼

等は幕府を見限 りました。これ が後醍醐天皇に

よる「 建武の中興 」が成功 し、鎌倉幕府があっ

けなく滅んだ原因 です。

その後、いろんな要因が重なって南北朝の内乱

が長 く続きますが、明徳 3年 (1392)、  足利

義満によって南北朝の合一が実現 された頃には

彼等、鎌倉時代 の地頭達の後裔はどうなってい

たでしょうか。
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この頃になると彼等は疲難をほ とんど自分の も

のにし、いわゆる「 国人領主 」と呼ばれる存在

にならていました。安芸の小早川氏、備後の山

内首藤氏、備中の度氏等がその代表的なもので

す。彼等は一応は少額の年賞を名目的に庄園岬
主に送 りましたが、在地ははぼ完全に彼等のも

あでした。そして、本稿のテーマ「 宮氏 」も南

北朝の内乱の過程で大きく成長してきた国人領

主だったわけです。

前置きが大変長 くなってしまいましたが、も

う少し付け加えさせていただければ、 国人領主

は前代の地頭達と違って実際の農業経営に1ま直

接タッチしない、という特色をあげることがで

きます。この時代にも農業経営をしながら「 い

ざ合戦 」という時には「 よろい、かぶと」に身

3冒l竃露暦£碁巌聴品轟動群l理豊i會E鳳

幅山わの横山氏等がその代表例です。しかし、

現在の学説では彼等は「 土豪」と呼ばれて、国

人領主とは区別されています。更に言えば土豪

は国人領主の下に位置していました。つまり、

国人領主の輩下に土豪がいて、面者は主従関係

で結ばれていたわけです。

宮氏について述べますと、富氏は自分では土地

を耕しません、宮氏の領有する庄園の田畑 (名

田という)は宮氏によって驚下 (被官といって

も良い)の土豪に宛行われ、土豪は土地をもら

って農業経営を保障してもらう(―
~3懸

)かわり

に、富氏が合戦等にlltl簿する場合に4ま 自分の下

人や所従を引き連れ、宮氏のもとに馳せ参じて

軍役を務めた(=奉公)わ けです。いま、『 西備

名区』をひもといてみますと、各村の古城主の

ところに「 宮氏に属して云々」の記述がありま

すが、彼等のほとん どは富氏輩下の土豪だった

と思われます。

T覆1『ネ曇

|1諄
補撃源壽案11員雪]藩

菫

馬屋原氏等が それです。

■南J婦期の宮氏壼
宮氏が歴史上に現われるのは南北朝時代からで

す。『 太平記』巻 7、 継鷲合戦事によりますと、

元弘3年 (13錦 )闘 2月 28日 、後醍醐天皇が隠

岐か ら伯者船上山に還幸されると、備後の江田

(本拠二次市江田 )、 広沢 (同和智 )、 三吉氏

(同 畠敷町 )等 と共に富氏 もいち早 く味方とし

て馳せ参じています。しかし、南北朝時代の宮

氏で特筆されるのは何と書っても亀寿山城初代

城主と伝えられる、富下野守兼信入道々仙の活

躍でしょう。彼は同族の富盛重が南朝方、或は

足Fll直寒方として活動したのに対抗して終始足

衰将軍方として行動し、轟ざましい活躍をして

います。特に貞治元年 (1862)、 足租将軍家に

黒習畠3「隕量2載奪霊懸:鷲量灘通
宮内療需

(雇畠TE[喜全l晟奪息被l會冤喜Fξち
:璽

|:[慢

[‡ !力鸞:朦ふ蓄畷曇婁夕1
賃T嬰貧[曇雪

'll総

1懺 kf暑曇辱倶ξ
じけれ、憲し其儀ならば討って進ぜよとて、
御勢を向けられば、かばねはたとえ御陣の

前にさらさる共、魂は猶将軍の御方に止っ

てうらみを泉下に報ぜん」

(『 太平記 』巻 38)

と、直冬の降伏歓告を断轟しりぞtす 、1年

余 うの籠城に耐えて、貞治 2年 (1363)9月 、

ついに反撃に転じて藤冬の軍勢を退散させた、

いわゆる「 備後宮内合戦」などは彼の面目を

今に伝えるものです。この時、日さがない京

童は次のような落首を路端に立てて直冬のふ

がいなさを笑ったといいます。 (同上 )

「 直冬はいかなる神の罰にてか

宮にはさのみ怖て逃らん」

又、侍大将の森 (毛利 )備中守が真っ先に逃走

したことを諷して
きr

「 楢の葉のゆるぎの森にいる鷺は

深山下風に音をや鳴らん」

ぅでは墨熙茫疵⑬鮎∬ヒL
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労にむくいています。現在、『 大日本史料』第
6編 (東大史料編さん所 )を 見ていきますと、

下[:l「 1:]言詈た¥I雪層ふ薫醤ф:iを
証

又、禁信とその子氏信は室町幕府二代将軍義論

と深いつながりを持っていたようです。貞治 6

年 (1367)12月 26日 、義詮が没した時、それ

を聞いた兼信父子は直ちに上洛し、義詮の墓繭

で「恋慕沸泣 」したといいます。そして、その

菩提をとむらうため、真如寺の不味和尚を開山

に講じて護国寺を建立しています。 (『 臥雲鶏

忙曇維意言曇督輩暴f員‡↓でOP神
辺町道上

このように亀寿由域の富氏 :ま兼信の活睡によ

って大きく勢力を伸ばし、次の室町IIt代 に備後

きっての有力国人として活躍する基礎を固めた

わtす です。

■室町期の宮氏■
室町時代の富氏の特色をひとつピックアップ

]:Fll』 :、 :1:尋写欝旦霞沿季ヒ曇曇魯軌
といって、一般の国人領主は守護大名の被官

(家臣 )と して、幕府―守護一国人というライ

ンで支配階級を構成していました。しかし、憑

人の中でも有力者は守護を経ずに、lt‐接、幕響
将軍に結びついていました、彼等のことを「 御

番衆」とか「 奉公衆 」と呼びます。安芸のだヽ早

熙 ][iず ,躾 仄 蝙 朦

られていましたので、在地では守護大名から独

立した、それと対立するrF・在でした。つまり、

幕府にとっては地方の守護に対する餞付ti役、

幕府の地方拠点として守護大名ににらみをきか

せる存在だったわけです。又、彼等は常に在京

して将軍の身透警護にあたり、いざ合戦、という

う場合には将軍の「 馬廻 り」として働き、将軍

の直轄軍として も重要な意味を持っていました。

江戸時代の例えで言えば「 直参旗本 」といった

地位です。宮氏は一般の圏人より有力で地位 も

高かったわけです。

公婁ム丘暫送量 tttff憲詈ilふ量を言]猥
できたのでしょうか。将軍奉公衆に加わる条件

としては家柄とか、当然有力者である必要 もあ

りますが、将軍と親密であることも重要な条件

であったと思われます。それについて最近面白

い史料を目にすることが出来ましたので紹介し

て

督i[〉畠轟≧花集』に収録された警詈賢漱

勝
F壌仄翼類T薫亀塁鷹:確り、しば
為醤曇曇[曇 :誰λ島ち|で青鬱量鳴ヽ会?
馨lk鼻語澄li雇:]拿危;言 :17喜醤雷)

懲な
に
曇響議長『

も任遇せらる。殆んど30年
とあります。これは応永 6年 (1399)12日 7日 、

査量露警贔〕撃曇基[L曇響王彗業 :套薯曇憔

因公 )の 33回意にあたってのものですが、これ

によりますと富上野介を将軍に推選したのは後

に幕府管領となった細チ|1頼 之で、それは宮氏が

頼之と「 同危事」したことにより、頼之に宮氏

に対する信頼懸を持たせたためであることがわ

かります。これだけではこの宮氏が亀寿山城富

氏であるか、どうかわかりませんが、文中にあ

る「 殆30年 」を手がかりに、応永 6年から逆算

してみますと、貞治～応安年間 (1362～ 74)

のこととなります。又、「 武州公在中州四州間」

とあるのは、細サ::頼之が文和 5年から貞治 2年

(1366～ 63)にかけで「 中国管領 」として敵

ユ1:言詈置し!馨『會轟憲]警響月避青::
おわかりでしょう。

つまり、これは先に述べた「 備後富内合戦 」で

富氏が将軍方として足利直冬と戦っていた時の

ことなのです。先程は省略しましたが、この合

戦での宮氏の勝利の背景には細jll頼之の行動

(つまりは支援 )が大きな意味を持っていたの

です。

ただし、「 富上燿」――t信とは考えられませ
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ん、兼篠は「 宮下野入道 」として当時の確実な  れます。上野介瀧信、櫨中守氏兼、上野パ毅禁

文書に現われますから、これは兼信の子恵次郎  などです。(系※A)し かし、彼等の行動な

氏信のことであると思われます。        一 論々じていきますと大変煩雑になりますので、

こうして、亀寿山城の宮氏は将軍の「 蔵従出  ここでは省略させてい たださ(表①を参照して

入 」する奉公衆となったわけです。この後、氏  下さい )、 次に進みたいと思います。

信の子孫は将軍奉公衆として各種の inL録 に現わ

表① 室町幕府関係史料に見える亀寿壼1城宮氏 (宮上野介家 )

年  代 史  料  名

応永 19.8.15

1司  22. 1.17

同 28.11.3
同 30.1.17
正長 2.3.9
永事 2. ■ 25

永事 9,10.21

電 iO.8.15
嘉吉  2. 2. 12

文安 1～ 6頃

宝徳 2～亨徳4頃

康正 2.1,17
同   2.  6.

長禄 1.1.17
長禄 3～寛正6頃

寛正 2.1.17

応仁 1.8.
長事1～ 3頃

明応元～2頃

衛府侍宮次郎左衛門尉満信

弓場始二番射手宮次郎右衛門尉氏兼

(氏兼は応永 28年迄射手を勤める )

参宮御代官富上野介満信

弓場始二番射手宮備中守氏兼

後衛府侍宮備中守氏兼

後衛府持宮鐘中守 (氏兼 )

布衣持宮又次擦6教信

帯73富次郎左衛間尉教信

弓場始二番射手宮上野介教信

四番衆宮三河入道 (盛広 )宮彦次郎

在国衆官上野介 (教信 )

四番衆宮上野介 (教信 )

弓場始二番射手富常陸守持信

二十貫文京済富上野介殿 (教信 )

弓場始二番射手宮常陸守持信

四番衆宮上野介 (教信 )官式部丞

宮彦次郎

弓場始二番射手富備中守 (氏兼力 )

西軍方宮若狭守 (政信力 )

四番衆備後富近江守 同宮弥太郎

東山殿様祇候人数宮若狭守宗兼

四番衆宮上野入道 (教信 )宮若狭守

(政信又 0ま 宗兼 )麗又次農I 同近江守

富弥太郎

八幡社参記

大的目記

花営三代記

大的日記

普光院殿御元服記

大将拝賀記

永享 9年行幸記

石溝水放生会記

大的日記

文安年中御番帳

永享以来御番帳

大的目記

康正 2年造内裏井 国役引付

大鋳藝記

久下番帳

大的日記

応仁記

長享元年常徳院江州動座在

陣衆着到

東山殿時代大名外様附

(注 )①  文安、永享、長事の各番帳の年代は福田豊彦「 室町幕府の『 奉公衆』―御番帳の作

成年代を中心として一」日本歴史274号によった。

② 久下番帳・東山殿時代大名外様附の年代については今谷明「『 東山殿時代大名外様

附』について」史林 63巻 6号によった。
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■応仁の乱中の宮氏■
室町時代の大事件 といえば「 応仁の舌L」 です。

幕府の権威を失遂させ、戦国乱世をまねいたこ

とで も有名な この戦乱で宮氏、特に亀寿山城の

国里は異嘉キ鷺工ζ■T」百T蒙隻
書』202号等によりますと、彼は宮五二郎 (盛

忠 )と いう者とペアを組んで(=備後両宮 )西

軍の山名宗全 (持豊 )に味方しています。今、

彼の行動を詳しく述べる余裕はありませんが、

文明年間 (1417～ 86)、 安芸に出陣して両小早

薯黒:3X鼻繁『負督喜ぶし優磨[奏ゆし1黒
ます。この時代、備南、特に芦品郡南部、深安

]lよ馨|こ冒薯][尋融墓;]liⅡ冤鷲終滉Tη ttf。

なお、『 渡辺先祖覚書』によれば、文明年間、

「 両宮 」が草戸に侵入した時には「 両宮殿参千

計 」の軍勢だったといいます。

■ 宮若狭守、同族の政盛と惣領職を争う■

応仁の乱は文明9年 (1477)、 両軍首領の和

平によって終幕を迎え、世の中は一応平隠を取

りもどします。応仁の乱からストレー トに戦国

時代に突入するわけではないのです。この後、

TT,`亙 l[il躍巣暑層暑互12響I!務言7を

されるまで奉公衆 も在京し、乱前とほとんど変

縁肇鼻籠]嘗鼈機尊111覧贅な:35t12
城の宮氏 も文明末年には上京 して、将軍に奉仕

していた ものと思われます。

ところで、この時期、具体的に言 えば延徳元

年 (1489)8月 12日 、宮若狭守 (宗兼力 )は 同

族の宮下野守政盛 と面白い論争をしています。

次の記録を見て下さい。

『 蔭涼軒日録』延徳元年8月 12日 条

l季 13昆言再響喜衰軍:L中讐導者ら薫寧『

霞囁t籠蠅顧 l｀名朝〕裏l
となす。これによって若狭守云 う、我れ宗領

の段余儀なし、宗領役を勤む事、今に其隠れ

なしと云々。下野守云 う。我家元来宗領な り、

けだし下野守根本宗領 となす、中間、上意違

い若狭守を以って宗領 となし件々の公義を勤

む、其支証等歴々これあ りと云々。然 らば両

人の支証を点検 し、以って上下を相い定むべ

(理
露重1綺慮亀きて曰 く、然 らず、もし興あら

ば犬の人数に加 うべ きのみ、此会に於ては他

家の訴論を相い定む事の義無益なり、彼の両

人を斥け らるべ きか云々」(原和様漢文体 )

つまり、宮若狭守 と同政盛のどららが上座に

着 くかで、惣領職の帰属が問題 とな り、両者 と

も自分 こそが宮氏の惣領家であ り、上座にすわ

るべ きであると主張 したわけです。結局、細川

政元のそんな論争は「 無益 」である、とい う判

断でうやむやになったようですが、この史料は

室町時代の宮氏を研究する上で非常に興味深い

ものです。当時、有力国人の「 惣領職 」をめ ぐ

る争いは、将軍権力の介入、一族被官層の動向

もからんで相当に激しく、安芸の小早川 家 の

ように実力行 使 に発展する場合 もあったほど

です :(22)

いづれ機会があれば、 この問題について委 し

く論 じてみたい と思いますが、ここでは亀寿山

城の宮氏は惣領家を称 す程一族の中では有力で

あったことのみ述べておきます。

■亀寿山落城■
先述のように明応 2年の細川政元のクーデタ

ーによって時代は本格的な戦乱の世へと突入し

ます。これによって将軍奉公衆は四散し、亀寿

山城宮氏 も備後国に帰ったと思われますが、そ

の行動は史料がなくわかりません。

当時、備後国では山名俊豊を守護として押す

山内直通一派と、俊豊の父政豊を守護に復職さ

せようとする江田、和智両氏を中心とする一派

との間で明応 7年 (1498)ま で、国内を三分し

ての激しい争いが行なわれています。結局、こ

の争舌Lは政豊父子の死去によって意味を失なう

のですが、この時期の亀寿山城宮氏の動きはは

っきりしません。ただし、同族で先に惣領職を
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][11属 警電:[岸冒]繁11声 を芝Υ暴塩

れますので、その反対派和智、江田一派を支持

していた可能性が大ですっ

戦国時代の備後国は山陰か ら南下する尼子氏

と、周防山口を本拠に勢力を拡大す る大内氏 と

の角遂の場であったといえます。このよ うな形

でζ」:El[:』371警 :察 P女じI:撃][111し
～ 27)、 尼子氏の勢力が急伸すると同氏に属し

たようです。享禄から天文 9年 (1528～ 40)

にかけては尼子氏の全盛期 で備後 も庄原の山内

氏を始めほゞ尼子色にぬ りつぶされます。宮氏

もこのような情勢下 で尼子方に くらがえした も

のと思われます 。これに対 して大 内氏 も勢力の

挽回を策します。大永 5年 (1526)に は、当時

有能な武将 としてめ きめき頭角を現わしていた

安芸の毛利元就を味方につけ、彼に備後の攻略

を命ずるのです。そして、大内氏の命を受けた

元就は備後に兵を出し、当亀寿山城 を包囲した

のです 。天文 3年 (1534)2月上旬のことです。

当時、城主宮下野入道は「 備後国主 」を称 し、

尼子方の有力者でしたか ら、毛利元就が先ず一

番に亀寿山城攻撃を選んだのは さ`すが
″と言

亀寿山城跡遠望 (北方鳶尾山より写す )

わ ざる得ません。つまり、一番の有力者を屈服

させれば 、他は恐れて大内氏になびくだろう、

という計算です 。これに対 し宮入道 も自信満 々

で迎え討ちます。ある本によりますと、入道は

この合戦で元就を討 ち取 り、返す刀で安芸の吉

田まで攻め入ってやると豪語 したそうです。

なお、この合戦では宮氏輩下の土豪達、神石郡

の馬屋原、高尾 、村田 、矢田貝氏等 も各 々手勢

を引き連れて亀寿山城に入城していま魂 ところが、

運命は元就に軍配を上げました。宮入道は風病

にかか り急死 したのです。あ とには幼ない嫡子

若狭守のみが残 されました。むろん、城主が死

んだか らといって直ちに降伏 しなければなら/4‐

い、とい う法 はありません。城方では家老の丹

下与兵衛尉が幼主を擁 してあくまで抗戦 します。

7月 に入って も城は落ちません、合戦は長期戦

とな りました。ところで、やは り城主宮氏の命

運は尽 きていたようです。10月 に入って城方の

柱石 ともたのむ丹下与兵衛尉が戦死したので丸

城内は陰うつな空気がただよいま した。

そして、10月 中旬遂に降伏、開城したのです。

(『 福山市史』上巻、『 陰徳太平記』、『 西備

名区』、『 萩藩閥閲録』巻8%)

■おわりに■
以上、亀城山城

宮氏 につ いて概

略を述べてまいり

ました。ただし、

私 自身は この稿 を

書 くうちに益 々歴

史の深みにはまっ

て行 く心境です。

単純にペ ンを置 く

気にはなれません。

たとkば 、亀寿山

城は本当に天文 3

τ

l:騨
笈Fl憾

後の宮氏の行方は、

等 々の疑間です。

しかし、悩むのは

―-2け



止めましょう。そんなことを言っていたのでは

自分の考えは永久に発表できません。ここでは、

現在私の頭の中で や`や ″まとまりかけて来た

「 宮氏の糸 」をそのまま引 き出し、みなさんに

御披露するに止 どめ、その整理は将来に期した

い と思います。

0 (1)(898～ 970)。  藤原忠平の長男。

摂政 、大政大臣とな り清慎公 とお くり

名された。

(2)『 広島県史』古代中世資料編4所収

(3)『 備後古城記』『 萩藩閥閲録』83等

(4)『 福山志料 』品治郡宮内村中興寺の条

等。

(5)福山城鏡櫓文書館「 浜本文庫 」本。

(6)芦品郡新市町下安井字柏。この地は山

間の小盆地で周辺に中世の山城跡も残

り、要害の地である。又、宮満重 (宮

下野守家四代 )の墓と伝える宝筐印塔

残欠 も残っている。

(7)『 臥雲日件録』文安 5年 1月 13日 。

(8)『 東寺百合文書』江
"の

32。 貞治 3年

9月 14日 付将軍家御教書 (宮下野入道

宛 )箸。

(9)現在は真言宗であるが寛永16年 3月 吉

祥日付の「 松樹寺審盛言上苛 (『道上村

剌 所収)に宮氏の建立を伝えている。

(10)「 文安年中御番帳 」「 永享以来御番帳」

(『 群書類従』所収 )

(11)(注 )⑩ 参照。

(12)段銭 (税金 )を 直接幕府に納める権利、

当時他の国人領主は守護の手をへて納

めてい た。

(注 )①の四番衆に見える「 宮上野介」

がそれに当る。(系 図A、 表①参照 )

『 応永記』(『 群書類従』所収 )

」ЧII信『細川頼刻 吉川弘文館人物業書

(注 )③

『 小早川家文書』中に氏末詳「 政信盛

忠連署書状 」 (証文204号 )があり、こ

れは文意から同 2112号 と関連すること

は確実で両宮の書状と思われる。亀寿

山城宮氏の通字は「 信 」であるか ら、

若狭守の実名は政信であり、教信の子

息と推定できる。

(18)『 平賀家文書』75号

(19)『 萩藩閥閲録』67。 『 渡辺先祖覚書 』

『 備後古城記』『 山内首藤家文書』83号。

『 閥閲録遣漏』4ノ 2等。

(20)明応 2年 4月 、細川政元は将軍義材を

廃し、清晃 (義高→義澄 )を第11代将

軍に擁立した。

(21)「 長享元年常徳院様江州御動座当時在

陣衆着到 」(『 群書類従』所収 )。

「 東山殿時代大名外様附 」(『 史林』

第 63巻 6号 )。

(22)『 小早川家文書』(大 日本古文書 )

(23)明応 5年 4月 12日 、宮政盛は「 此面の

儀一段御馳走 」の故を以って末渡村

(比婆郡東城町末渡 )を 山内直通に与

えている。文書の題は「 政盛書状」と

なって氏不詳としてあるがその花押は

「 尾多賀文書」や「 中戸文書」の宮政

盛安堵状の花押と同じで宮政盛の書状

と断定できる。(図版写真参照 )

(24)『 萩藩閥閲録』67等。

(25)な ぜならば、それを証する一級史料が

全っく見あたらないのである。又、一

番古い郷土史書といわれる『 備後古城

記』にもその記載はない。『 萩藩閥閲

録』83の記述を素直に信じて、この合

戦の舞台を有地城 (福山市芦田町有地

の大谷城と思われる。 )と して、有地

宮氏と毛利氏の抗争としても良いので

はなかろうか。

この文章は2月 例会「 桜山氏と宮氏の拠

城を訪ねて」の資料に収録された拙稿を元

に、それを加筆補正したものである。

筆者注

昭和 58年 5月 晦日記

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)
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